
令和８年度 日進公民館運営審議会次第  

 

令和８年４月１７日（金）  

午後７時から  

   日進公民館  ２階 ホール   

 

 市民憲章唱和  

 

１ あいさつ  

 

２ 委員自己紹介  

 

３ 副会長の指名  

 

４ 審議事項 

(1) 令和８年度日進公民館事業計画（案）について 

参考資料：令和８年度日進地区行事等予定表（案） 

        令和８年度日進公民館関連事業等予算（案） 

５ その他 

(1) 令和７年度公民館の利用実績 

(2) 令和７年度公民館ロビー展示実績 

(3) 公民館管理運営の概要 

 

 

 



◎印　会長

氏　　　名 役　職　名 選　出　基　準 備　考

◎金原　幸保 日進連区連区長 地域の活動を行う者 ※

杉浦　幹根 日進連区副連区長 地域の活動を行う者 ※

仲島　雅人 日進連区会計 地域の活動を行う者 ※

伊藤　昌典 前年度日進連区連区長 地域の活動を行う者

山中　康司 前年度日進連区副連区長 地域の活動を行う者

菅原　優 民生児童委員代表 地域の活動を行う者

寺尾　裕 伏見屋寿会会長 地域の活動を行う者 ※

三浦　亮 日進小学校ＰＴＡ会長 学校教育の関係者 ※

宇居　卓哉 日進中部子ども会育成会会長 家庭教育の向上に資する活動を行う者 ※

川越　嘉哉 青少年育成推進員代表 社会教育の関係者 ※

髙橋　文子 スポーツ推進委員代表 社会教育の関係者 ※

角谷　功 利用者団体代表 地域の活動を行う者

金子　由美子 公民館友の会代表 地域の活動を行う者 ※

加藤　榮治 日進みらいの会代表 地域の活動を行う者

生田　泰史 日進小学校長 学校教育の関係者

任　期　　１年（令和8年4月１日～令和9年3月31日）

※は、新委員

氏　　　名 役　職　名

金原　厚夫 生涯学習課長

神谷　幸宏 日進公民館長

鳥居　亨子 日進公民館主査

令和８年度碧南市立日進公民館運営審議会委員名簿

根拠は、碧南市立公民館の設置及び管理に関する条例

【事務局】



 

碧
へき

 南
なん

 市
し

 民
みん

 憲
けん

 章
しょう

 
 

 衣
きぬ

浦港
うらこう

を門戸
も ん こ

として、広く
ひ ろ  

世界
せ か い

に目
め

を開き
ひ ら  

、あたたかく

明
あか

るい郷土
きょうど

「碧南
へきなん

」をつくるため、わたくしたちは自治
じ ち

の

約束
やくそく

として、この憲章
けんしょう

を掲
かか

げます｡ 
 

１
ひとつ

 安心
あんしん

して住める
す   

町
まち

に 

いのちを大切
たいせつ

にし、 

すこやかな毎日
まいにち

をおくります｡ 
 

１
ひとつ

 活気
か っ き

ある町
まち

に 

元気
げ ん き

で働
はたら

き、 

豊か
ゆ た  

な家庭
か て い

を築
きず

きます｡ 
 

１
ひとつ

 あたたかい心
こころ

の町
まち

に 

話し合い
は な  あ  

の輪
わ

をひろげ、 

なごやかな社会
しゃかい

をつくります｡ 
 

１
ひとつ

 きれいな水
みず

と青
あお

い空
そら

の町
まち

に 

自然
し ぜ ん

をだいじにし、 

美しい
うつく   

郷土
きょうど

をつくります。 
 

１
ひとつ

 清新
せいしん

な文化
ぶ ん か

の町
まち

に 

若い
わ か  

力
ちから

を育て
そ だ  

、 

文化
ぶ ん か

と教養
きょうよう

の町
まち
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碧南市立公民館の設置及び管理に関する条例（抜粋） 

 

（審議会） 

第４条 法第２９条第１項の規定により別表に掲げる公民館ごとに当該公民館の名称を冠

した公民館運営審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 （審議会の委員） 

第５条 審議会の委員は、１５人以内とする。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

 (1) 学校教育の関係者 

 (2) 社会教育の関係者 

 (3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

 (4) 学識経験のある者 

 (5) 地域の活動を行う者 

３ 委員の任期は、１年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

 （審議会の会長及び副会長） 

第６条 審議会に、会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長は教育委員会が任命し、副会長は会長が指名する。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 

 （審議会の会議） 

第７条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。 

 （委員の報酬及び費用弁償） 

第８条 委員の報酬その他職務を行うために要する費用の弁償については、別に条例で定 

める。 
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社会教育法（抜粋：公民館運営審議会委員に関する部分） 

 

（目的） 

第２０条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、

学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操

の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。  

（公民館の事業） 

第２２条 公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、次の事業を行う。但し、

この法律及び他の法令によって禁じられたものは、この限りでない。 

１ 定期講座を開設すること。 

２ 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。 

３ 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。 

４ 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。 

５ 各種の団体、機関等の連絡を図ること。 

６ その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。 

（公民館運営審議会） 

第２９条 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。 

２ 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につ

き調査審議するものとする。 

第３０条 市町村の設置する公民館にあっては、公民館運営審議会の委員は、当該市町村

の教育委員会が委嘱する。 

２ 前項の公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期その他当該公民館運営審

議会に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。 この場合において、委員の委

嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。 
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令和８年度 日進公民館事業計画（案）について  

１ 広報活動 

(1) 公民館報 年１回 

(2) 公民館だより 年４回程度 

 

２ 文化教室 

 (1) 前期文化教室 

  ア はじめてのヨガ（全４回） 

  イ はじめての篆刻（てんこく）（全４回） 

 (2) 後期文化教室 

  ア そば打ち体験（全６回） 

  イ ストレッチ＆ヨガ（全３回） 

 

３ 高齢者教室（原則第３木曜日 全８回） 

 

４ 事業 

(1) 日進公民館まつり 

  第１回実行委員会    ９月１５日（火） 

月 日 曜日 時間 内容 講師等 

５ 21 木 13:30 レクスポーツ（モルック）  スポーツ推進委員  

６ 18 木 13:30 
自分らしい豊かな人生を送るため

の終活  

シニアライフカウンセラー  

渡邊寛人氏  

７ 23 木 13:30 
地域いきいきプロジェクト  

～みんなで楽しく健康づくり～  

小林記念病院  

リハビリスタッフ  

10 22 木 13:30 すこやか健康講座  
高齢介護課  

歯科医師  

11 26 木 13:30 アコーディオンによる生オケ教室  
神谷肇氏  

竹原邦夫氏  

12 17 木 13:30 （仮題）干支の飾りを作ろう！  （調整中）  

１ 21 木 13:30 みんなで楽しく歌おう！  鈴木恵美氏  

２ 18 木 13:30 はじめての俳句  山本英子氏  
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  第２回実行委員会   １１月 ５日（木） 

公民館まつり     １２月 ６日（日） 

 (2) 青少年育成推進事業 

  ア 花壇・フラワーポットの花植え ５月１７日（日）、１１月１５日（日） 

  イ 防災フェスティバル      ６月２７日（土） 

  ウ 早朝ラジオ体操        ８月２８日（金）から３０日（日） 

  エ 愛のパトロール（夏まつり、年末年始、防火夜回り） 

(3) にっしんおもしろ広場 

  ア 日進小学校児童・日進保育園園児絵手紙募集 ７月から８月 

  イ 夏・冬の星空観察会 ７月３１日（金）、１月２９日（金） 

  ウ 防火夜回り １月２６日（火）から１月２９日（金） 

 (4) その他の地区等事業 

  ア 伏見屋地区交流イベント（夏まつり）  ８月１３日（木） 

  イ 平七地区交流イベント（納涼夏祭り）  ８月２９日（土） 

  ウ 日進小学校・日進地区運動会      １０月３１日（土） 

  エ 日進地区新春文芸展          １月 １日（金・祝） 

 

5



        

      

      

       

       

       

       

       

       

      

       

      

       

       

       

      

      

      

      

     

     

      

     

     

     

       

     

       

       

       

     

     
  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

6



令和８年度　日進公民館関連事業等予算

■歳入の部
(単位：円)

No. 歳　　　　入 予算額 説　　　　明

碧南市(日進公民館) 818,000

報償費 258,000 教室講師料等謝礼

補助金 560,000 自主文化事業補助金

碧南市(生涯学習課) 145,000

青少年育成推進事業助成金 100,000 青少年育成推進事業

地区親子ふれあい活動実施委託料 45,000 にっしんおもしろ広場

3 日進連区助成金 400,000
青少年育成推進事業、にっしんおもしろ広
場、公民館まつり

4 フードコーナー売上金等 140,000 公民館まつり

合　　　計 1,503,000

■歳出の部
(単位：円)

No. 事　　業　　名 予算額 説　　　　明

1 日進公民館　文化教室等 258,000 講師料等謝礼

2 青少年育成推進事業 240,000 防災フェスティバル、ラジオ体操、中ボラ活動費

3 にっしんおもしろ広場 195,000 絵手紙募集、防火夜回り、星空観察会

4 日進公民館まつり 565,000 会場設営費用、材料費等

5 日進小学校・日進地区運動会 40,000 参加賞、材料費等

6 平七区交流イベント 68,000 会場設営費用、イベント費用等

7 伏見屋区交流イベント 97,000 会場設営費用、イベント費用等

8 日進地区新春文芸展 40,000 入賞、参加賞等

合　　　　計 1,503,000

1

2

参考資料
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参考資料

１　令和７年度公民館の利用実績 ※9月下旬～10月末：工事のため利用不可

部屋名 使用可能日数 使用日数 使用可能回数Ａ 使用回数Ｂ 使用率　Ｂ／Ａ

ホール 273 256 789 539 68%

研修室 273 244 805 433 54%

和室１ 273 210 805 326 41%

和室２ 273 186 805 297 37%

計 1,092 896 3,204 1,595 50%

R6参考 1,228 970 3,612 1,712 47%

２　令和７年度公民館ロビー展示実績 （敬称略）

月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

・休館日 月曜日（休日の場合は翌平日）、年末年始(12/29～1/3)

・貸館　 午前    9:00～12:00   ホール　640円、   研修室・和室１・和室２　  260円

午後  13:00～17:00   　〃    1,030円、　　　  　   〃　　　　　　　      430円

夜間  18:00～21:00   　〃    1,340円、　　　  　   〃　　　　　　　      560円

壁　面 ガラスケース

日進みらいの会～能登半島復興を支援しよう！～ 同左

蒸気機関車を追った日々（山中　一弘） 同左

手芸作品（アトリエ リプル） 同左

三河旭土人形展（髙山　奈々代） 同左

書道作品（ひと筆クラブ） 日本と旭地区の風景（山中　一弘）

木目込み人形教室（髙山　和美）

Ｍ＆Ｊ　３０周年 同左

日進みらいの会～一緒に活動しませんか？～ 同左

３　公民館管理運営の概要

ゆり学園（ARTIST　JAPAN） 同左

己書（愛昭道場） 同左

パッチワーク（Ｉ・布遊び）
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